
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年７月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 不明（平成２４年１２月７日 １９時２０分ごろ～３４分ごろの間） 

発生場所 千葉県銚子市外川
と か わ

漁港港口付近  

 銚子市所在の外川港東防波堤灯台から真方位１９７°４８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°４１.４′ 東経１４０°５０.９′） 

事故調査の経過  平成２４年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 石毛
い し げ

丸、７.９トン 

 ＣＢ２－６０２２０（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.０７ｍ（Lr）×３.５０ｍ×１.３１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１２０馬力（動力漁船登録票による）、平成１２

年１月４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６２年１１月１６日 

  免許証交付日 平成２３年１２月５日 

         （平成２９年１１月１５日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 舵及びプロペラ曲損  

 事故の経過  本船は、平成２４年１２月７日１７時１８分に発生した地震による

津波注意報が発表されたことを知った船長が１人で乗り組み、船首約

０.４ｍ、船尾約２.０ｍの喫水で１７時３０分ごろ僚船と共に外川漁

港を出港し、外川漁港南方沖約２～３海里（Ｍ）で漂泊して待機し

た。 

本船は、１９時２０分に津波注意報が解除されたので、帰港するこ

ととし、船長が、操縦席に腰を掛け、‘外川漁港の港口南方約５００

ｍに東北東から西南西方向に長さ約３４０ｍにわたって設置された消

波ブロック’（以下「沖消波ブロック」という。）の西南西端の西方

に向け、自動操舵で北東進を開始した。 

船長は、沖消波ブロック西南西端の周縁に沈下している消波ブロッ

ク（以下「本件消波ブロック」という。）の場所を表示するため、
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‘本件消波ブロック西南西端の西方に設置された黄色の閃光を発する

ブイ’（以下「本件ブイ」という。）を目視で確認しようと思い、塩

分等で汚れた操舵室の前面上方の窓を開けようとしたが、塩分で固着

して同窓を開けることができなかった。 

船長は、本件ブイを確認できなかったので、操舵室の機器台の下段

に設けられたレーダーのレンジを３Ｍから０.２５Ｍに、また、ＧＰ

Ｓプロッターの表示を外川漁港の港口付近にそれぞれ変更するため、

かがみ込んで操作していたところ、本船が本件消波ブロックに乗り揚

げ、乗り揚げた衝撃で頭と手を負傷した。 

本船は、離礁したが、舵及びプロペラを損傷して航行できなくな

り、船長が携帯電話で僚船に救助を依頼した。 

本船は、風と波に圧流されて外川漁港東防波堤の東側の消波ブロッ

クに漂着し、１９時３４分ごろ津波注意報発令に伴う沿岸調査中の海

上保安官に発見され、２２時００分ごろ、船長は、来援した海上保安

庁のヘリコプターに救助された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約８９cm（名洗港） 

 その他の事項 

 

 本船のＧＰＳプロッターは、整備業者が本事故前日の６日に修理を

行っており、船長は、外川漁港沖で漂泊待機中、レンジを種々に変更

するなどしてＧＰＳプロッターの表示の確認を行っていたので、外川

漁港に入港する際、同漁港の港口を表示させていなかった。 

船長は、沖消波ブロックの周縁に本件消波ブロックがあることを知

っており、日頃、本件ブイを目視で確認し、本件ブイの西方を航行し

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、外川漁港南方沖を同漁港に帰港しようとし、沖消波ブロッ

クの西南西端の西方に向けて自動操舵で北東進中、船長が、日頃、目

印としている本件ブイを目視で確認できず、航海計器に同漁港の港口

を表示させるなどの操作を行い、見張りを行っていなかったことか

ら、本件消波ブロックに接近し、本件消波ブロックに乗り揚げたもの

と考えられる。  

原因  本事故は、夜間、本船が、外川漁港南方沖を同漁港に帰港しようと

し、自動操舵で北東進中、船長が、日頃、目印としている本件ブイを

目視で確認できず、航海計器に同漁港の港口を表示させるなどの操作

を行い、見張りを行っていなかったため、本件消波ブロックに接近

し、本件消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えら

れる。 
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参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・入港の際には、レーダー及びＧＰＳプロッターを有効に活用でき

るよう、早めに適切な表示に切り替えるなどの準備を行うこと。 

 

 


